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『石神井西中学校PTA』って？

　中学校生活は３年間と短い期間ですが、子どもたちの成長は著しく、心身とも
に子供から大人へ移り変わる大切な時期です。勉強面においても生活面において
も難しい時期を迎えた子どもたちの、健全な成長を支え、見守っていくことが必
要です。私たちは、家庭、学校、地域と協力して、そのためのより良い環境を作
るPTAでありたいと思っています。
　子どもたちのためにいろいろな機会にぜひ、学校へ足を運んでください。

＜＜PTAの流れ＞＞

次年度役員選出
次年度役員選出のため、役員の募集をします。

年度末総会
本年度の活動報告、次年度会費額の承認。
新年度の役員、会計監査担当の候補者を総会出席者の過半数の承認をもって決
定します。

前
年
度

新
年
度

役員会・運営会議
１年の活動計画を立て、PTA活動の要となるものを提案します。また、地域か
ら委託を受けパイプ役も担います。

◆役員の成立

通常総会
１年間の活動計画、前年度決算報告と新年度の予算を、総会参加者の
過半数の承認をもって決定します。
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役員の役割
１年間の活動計画を立て、PTA活動の中心となるものを提案しています。
また、地域とのパイプ役として、外部団体に委員として所属しています。

共同代表 ・学校や地域との仲介役
・総会、運営会議を開く
・青少年育成所属（地域参加）
・立野町夏祭り　窓口　など
・次年度役員選出
・リサイクル、給食試食会、懇談会の窓口
・LINE公式アカウント管理（サポーター窓口）

会計 ・会計業務、会費徴収

執行役員 ・会議録やPTA便りなどの作成発行
・Web総会（GoogleForm）の管理　など
・写真撮影、広報誌作成
・共同代表業務のサポート

１学年代表 ・修学旅行選定会出席　など

各役員の主な活動内容

サポーターについて
PTA会員の皆様にサポーターとしてご協力をお願いしております。
サポーターの募集は各イベントの１ヶ月前を目処にご連絡させていただきます。

　＜サポーター募集する主なPTAイベント＞
　・広報誌作成＋写真撮影（５月運動会）
　・立野町夏祭り（７月）
　・お祭りのパトロール（ボロ市・天祖神社）

※上記のPTAイベントに限らず、会員の皆様のご協力が必要なイベントがありました
ら都度募集させていただきます。
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 ⽯  神  井  ⻄  中  学  校  PTA  規  約 

 第  1  章     名  称  と  事  務  所 

 第  １  条     こ  の  会  は  練  ⾺  区  ⽴  ⽯  神  井  ⻄  中  学  校  Ｐ  Ｔ  Ａ  と  称 
 し、  事  務  所  を  同  校  （東  京  都  練  ⾺  区  関  町  南  3  －  10 
 －  3  ）  に  お  く。 

         
 第  2  章     ⽬     的 

 第  ２  条     こ  の  会  は  次  の  ⽬  的  を  め  ざ  し  保  護  者  と  教  職  員  が 
 協  ⼒  し  て  活  動  す  る。 
 １  ．  家  庭、  学  校  及  び  社  会  に  お  け  る  ⽣  徒  の  福  祉 

 を  増  進  す  る。 
 ２  ．  保  護  者、  教  職  員  の  成  ⼈  教  育  の  た  め  の  機  会 

 を  提  供  す  る。    
 ３  ．  ⺠  主  教  育  に  対  す  る  理  解  を  深  め、  こ  れ  の  実 

 践  を  推  進  す  る。 
 ４  ．  学  校  の  教  育  環  境  を  改  善  す  る。 
 ５  ．  教  育  財  政  の  確  ⽴  の  た  め  に、  保  護  者、  教  職 

 員  の  声  を  国  及  び  ⾃  治  体  に  反  映  さ  せ  る。 
         

 第  ３  章     ⽅     針 

 第  ３  条     こ  の  会  は、  教  育  を  ⽬  的  と  す  る  ⺠  主  的  団  体  と    
 し  て、  次  の  ⽅  針  に  従っ  て  活  動  す  る。 
 １  ．  こ  の  会  は、  特  定  の  政  党、  宗  派  に  か  た  よ  る 

 こ  と  な  く、  営  利  的  ⾏  為  は  ⼀  切  ⾏  わ  な  い。 
 ２  ．  こ  の  会  は、  本  会  役  員  の  名  で、  ど  ん  な  営  利 

 的  企  業  も  ⽀  持  し  な  い  し、  ま  た  他  の  ど  ん  な  職 
 務  の  候  補  者  も  ⽀  持  し  な  い。 

 ３  ．  こ  の  会  は、  ⾃  主‧  独  ⽴  の  団  体  で  あ  り、  他 
 の  い  か  な  る  機  関  か  ら  も  ⽀  配‧  ⼲  渉  を  受  け  な 
 い。 

 ４  ．  こ  の  会  は、  児  童‧  ⽣  徒、  ⻘  少  年  の  教  育  や 
 福  祉  増  進  の  た  め  に  活  動  す  る  他  の  諸  団  体‧  諸 
 機  関  と  協  ⼒  す  る。 

 ５  ．  こ  の  会  は、  学  校  教  育  に  つ  い  て  話  し  あ  い  意 
 ⾒  を  出  す  が、  直  接  に  学  校  の  ⼈  事  や  管  理  に  ⼲ 
 渉  す  る  も  の  で  は  な  い。    

 第  ４  章     会     員 

 第  ４  条     こ  の  会  の  会  員  は、  次  の  通  り  で  あ  る。 
 １  ．  ⽯  神  井  ⻄  中  に  在  籍  す  る  ⽣  徒  の  保  護  者、  お 

 よ  び  ⽯  神  井  ⻄  中  学  校  に  勤  務  す  る  教  職  員。 
 ２  ．  こ  の  会  へ  は  任  意  で  ⼊  会  と  し、  退  会  も  で  き 

 る。 

 第  ５  章     会     計 

 第  ５  条     こ  の  会  の  活  動  に  必  要  な  経  費  は、  会  費  に  よ  り  ま 
 か  な  う。 

 第  ６  条     こ  の  会  の  会  費  は、  毎  年  年  度  末  総  会  に  お  い  て  次 
 年  度  の  分  を  決  め  る。  な  お  会  費  納  ⼊  に  関  し  て 
 は、  細  則  第  ２  条  お  よ  び  第  ３  条  で  定  め  る。 

 第  ７  条     こ  の  会  の  会  計  は、  す  べ  て  総  会  で  認  め  ら  れ  た  予 
 算  に  基  づ  い  て  ⾏  わ  れ  る。 

 第  ８  条     こ  の  会  の  会  計  年  度  は、  ４  ⽉  １  ⽇  に  始  ま  り、  翌 
 年  の  ３  ⽉  ３  １  ⽇  に  終  わ  る。  た  だ  し、  決  算  報  告 
 は  翌  年  度  の  通  常  総  会  に  お  い  て  ⾏  な  う  も  の  と  す 
 る。 

         
 第  ６  章     会  計  監  査 

 第  ９  条    
 １  ．  会  計  監  査  担  当  は、  役  員  会  が  選  出  し、  年  度 

 末  総  会  に  て  承  認、  決  定  さ  れ  る。 
 ２  ．  こ  の  会  の  会  計  を  す  る  た  め  会  計  監  査  担  当  を 

 最  低  １  名  お  く。  こ  の  会  の  会  計  は  会  計  監  査  の 
 監  査  を  経  て、  総  会  に  報  告  さ  れ  な  け  れ  ば  な  ら 
 な  い。 
 会  計  監  査  担  当  の  任  期  は  １  年  (４  ⽉  １  ⽇  付  就 
 任)  と  す  る。  た  だ  し  １  年  間  は  重  任  し  て  も  さ  し 
 つ  か  え  な  い。 

 ３  ．  会  計  監  査  担  当  は、  他  の  役  員  を  兼  務  す  る  こ 
 と  は  で  き  な  い。    

 ４  ．  公  募  に  よ  る  選  出  が  困  難  な  場  合  は  必  要  に  応 
 じ  サ  ポー  ター  を  募  集  し  対  応  す  る  こ  と  が  出  来 
 る。    

         
 第  ７  章     役     員 

 第  10  条     １  ．  こ  の  会  の  役  員  は、  次  の  通  り  で  あ  る。 
 （イ）  共  同  代  表        ２  名  以  上     保  護  者 
                                           及  び  副  校  ⻑ 
 （ロ）  会  計              １  名  以  上     保  護  者 
                         １  名           教  職  員 
 （ハ）  執  ⾏  役  員        ２  名  以  上     保  護  者 
                         １  名           教  職  員 
 （⼆）  １  学  年  代  表     １  名  以  上     保  護  者 
                         １  名           教  職  員 

            
 ２  ．  役  員  は  役  員  会  を  構  成  し、  必  要  な  仕  事  を  ⾏ 

 う。 
 ３  ．  役  員  の  ⼈  数  は  諸  事  情  に  応  じ  て  増  減  す  る  こ  と 

 が  で  き  る。 
 第  11  条     各  役  員  の  任  期  は  １  年  (４  ⽉  １  ⽇  付  就  任)  と  す 

 る。  た  だ  し  １  年  間  だ  け  は  重  任  し  て  も  さ  し  つ  か 
 え  な  い。  な  お  １  回  限  り  引  き  続  い  て  他  の  役  員  に 
 選  ば  れ  る  こ  と  が  で  き  る。 

 第  12  条     役  員  の  選  出  は  次  の  通  り  ⾏  わ  れ  る。 
 １  ．  役  員  は  会  員  か  ら  の  ⽴  候  補  お  よ  び  推  薦  等  に 

 よ  り、  役  員  会  が  翌  年  度  の  候  補  者  を  選  考  し、 
 年  度  末  総  会  に  て  承  認、  決  定  さ  れ  る。 

 第  ８  章     相  談  役 

 第  13  条    
 １  ．  こ  の  会  は  相  談  役  を  １  名  お  く。  相  談  役  は  学 

 校  ⻑  と  す  る。 



 ２  ．  相  談  役  は  必  要  に  応  じ  て  こ  の  会  に  お  け  る  す 
 べ  て  の  会  合  に  出  席  し  て  意  ⾒  を  述  べ  る  こ  と  が 
 で  き  る。 

         
 第  ９  章     役  員  の  任  務 

 第  14  条     共  同  代  表  の  任  務  は  次  の  通  り  で  あ  る。 
 １  ．  本  会  を  共  同  で  代  表  し  会  務  を  統  括  す  る  と  と 

 も  に、  総  会、  運  営  会  議  を  召  集  す  る。 
 ２  ．  必  要  に  応  じ  て、  す  べ  て  の  会  合  に  出  席  し  て 

 意  ⾒  を  述  べ  る  こ  と  が  で  き  る。 
 ３  ．  役  員  の  ⼈  数  な  ど  状  況  に  応  じ  共  同  代  表、  執  ⾏ 

 役  員  の  業  務  分  担  を  調  整  す  る  こ  と  が  で  き  る。 
 ４  ．  必  要  に  応  じ  学  校  と  の  窓  ⼝  に  な  り  会  員、  役  員 

 の  ⽀  援  を  ⾏  う。 
 第  15  条     執  ⾏  役  員  の  任  務  は  次  の  通  り  で  あ  る。 

 １  ．  総  会  な  ら  び  に  運  営  会  議  の  議  事、  お  よ  び 
 こ  の  会  の  活  動  に  関  す  る  重  要  事  項  を  記  録  す 
 る。 

 ２  ．  諸  種  の  記  録、  通  信、  そ  の  他  の  資  料  を  作  成 
 保  管  す  る。 

 ３  ．  こ  の  会  の  通  信  な  ら  び  に  庶  務  の  処  理  を  ⾏ 

 う。 

 ４  ．  役  員  の  同  意  を  得  た  上  で、  適  正  に  役  員  の  情 

 報  を  管  理  保  管  し、  必  要  に  応  じ  て  情  報  を  提  供 

 す  る。 

 ５  ．  Ｐ  Ｔ  Ａ  広  報  紙  「け  や  き  の  そ  ら」  を  発  ⾏  し  て 
 会  員  の  意  識‧  関  ⼼  を  ⾼  め、  Ｐ  Ｔ  Ａ  活  動  の  ⼀ 
 層  の  発  展  を  は  か  る。 

 ６  ．  他  の  Ｐ  Ｔ  Ａ  や  関  係  諸  団  体  と  の  情  報  の  交  換  に 
 つ  と  め  る。 

 ７  ．  必  要  に  応  じ  て  こ  の  会  に  お  け  る  す  べ  て  の  会 
 合  に  出  席  し  て  意  ⾒  を  述  べ  る  こ  と  が  で  き  る。 

 第  16  条     会  計  の  任  務  は  次  の  通  り  で  あ  る。 
 １  ．  予  算  編  成  の  中  ⼼  と  な  り、  総  会  に  予  算  案  を 

 提  案  す  る。 
 ２  ．  総  会  が  決  定  し  た  予  算  に  基  づ  い  て、  ⼀  切  の 

 会  計  事  務  を  処  理  す  る。 
 ３  ．  通  常  総  会  に  お  い  て、  会  計  監  査  担  当  の  監  査 

 を  経  た  決  算  報  告  を  す  る。 
 ４  ．  こ  の  会  の  財  産  を  管  理  す  る。 
 ５  ．  必  要  に  応  じ  て  こ  の  会  に  お  け  る  す  べ  て  の  会 

 合  に  出  席  し  て  意  ⾒  を  述  べ  る  こ  と  が  で  き  る。 
 第  17  条     １  学  年  代  表  の  任  務  は  次  の  通  り  で  あ  る。 

 １  ．  学  校  が  開  催  す  る  修  学  旅  ⾏  選  定  会  に  保  護  者 
 代  表  と  し  て  出  席  す  る。 

 ２  ．  必  要  に  応  じ  て  こ  の  会  に  お  け  る  す  べ  て  の  会  合 
 に  出  席  し  て  意  ⾒  を  述  べ  る  こ  と  が  で  き  る。 

 ３  ．  公  募  に  よ  る  選  出  が  困  難  な  場  合  は  サ  ポー  ター 
 に  て  対  応  す  る  こ  と  が  で  き  る。 

 第  10  章     総     会 

 第  18  条     総  会  は、  こ  の  会  の  最  ⾼  議  決  機  関  で  あっ  て  ､  全 

 会  員  で  構  成  さ  れ  る。 
 第  19  条     総  会  の  定  ⾜  数  は、  会  員  の  ５  分  の  １  と  す  る。 

 た  だ  し、  委  任  状  を  もっ  て  代  ⾏  す  る  こ  と  が  で  き 
 る。  議  決  は  出  席  者  の  過  半  数  の  同  意  を  必  要  と  す 
 る。 

 第  20  条     総  会  は、  共  同  代  表  が  こ  れ  を  召  集  す  る。  た  だ 
 し、  運  営  会  議  が  必  要  と  認  め  た  場  合、  ま  た  は  会 
 員  の  ５  分  の  １  以  上  の  要  求  が  あっ  た  場  合  に  は、 
 共  同  代  表  は  こ  れ  を  召  集  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 第  21  条     毎  年  次  の  定  期  総  会  を  開  く。 
 １  ．  通  常  総  会     会  員  の  異  動  並  び  に  新  役  員  に  関 

 す  る  報  告、  会  計  監  査  を  経  た  前  年  度  決  算  報  告 
 の  承  認、  新  年  度  の  活  動  計  画  お  よ  び  予  算  の  審 
 議  お  よ  び  承  認。 

 ２  ．  年  度  末  総  会     新  年  度  の  役  員  お  よ  び  会  計  監 
 査  担  当  の  承  認、  年  間  活  動  報  告  の  承  認、  次  年 
 度  会  費  額  の  決  定。 

 第  22  条     総  会、  運  営  会  議、  そ  の  他  の  会  合  は  必  要  に  応  じ 
 て、  臨  時  に  開  く  こ  と  が  で  き  る。 

         
 第  11  章     運  営  会  議 

 第  23  条  の  １     運  営  会  議  は、  役  員、  学  校  ⻑  お  よ  び  教  職  員 
 に  よっ  て  構  成  さ  れ  る。 

 第  23  条  の  ２     運  営  会  議  は  次  の  任  務  を  も  つ。 
 １  ．  こ  の  会  の  活  動  計  画  お  よ  び  予  算  を  作  る。 
 ２  ．  総  会  に  提  出  す  る  議  案  を  調  整  す  る。 
 ３  ．  総  会  の  議  決  に  基  づ  い  て、  こ  の  会  の  仕  事  を 

 処  理  す  る。 
 ４  ．  活  動  計  画  を  審  議  し  連  絡  調  整  を  は  か  る。 
 ５  ．  特  別  委  員  会  の  設  置、  解  散  を  決  め  る。 
 ６  ．  細  則  ま  た  は  内  規  を  制  定、  改  廃  す  る。 
 ７  ．  役  員  に  ⽋  員  が  ⽣  じ  た  場  合、  こ  れ  を  検  討  し 

 必  要  に  応  じ  て  補  充  す  る。 
 第  24  条     運  営  会  議  の  定  ⾜  数  は、  構  成  員  の  ２  分  の  １  と  す 

 る。 
 第  25  条     運  営  会  議  は  定  例  会  を  開  く。 

 た  だ  し  共  同  代  表  が  必  要  と  認  め  た  時  な  ら  び  に  役  員 
 の  半  数  の  要  望  が  あっ  た  時  は  臨  時  に  開  く。 

 第  12  章     特  別  委  員  会 

 第  26  条     臨  時  の  必  要  に  応  じ、  特  別  委  員  会  を  設  け  る  こ  と 
 が  で  き  る。  特  別  委  員  会  は、  そ  の  ⽬  的  を  果  た  す 
 た  め、  年  度  に  ま  た  が  る  時  は  そ  の  ま  ま  存  続  す 
 る。 

         
 第  13  章     細     則 

 第  27  条     こ  の  会  の  運  営  に  必  要  な  細  則  は、  運  営  会  議  の  議 
 決  に  よっ  て  定  め  る。  細  則  を  制  定、  改  廃  し  た  場 
 合、  そ  れ  を  次  期  総  会  に  報  告  す  る。 

         
 第  14  章     個  ⼈  情  報  取  扱  規  程 

 第  28  条     PTA  の  運  営  に  関  わ  る  個  ⼈  情  報  取  扱  規  程  に  つ  い 



 て  は、  運  営  会  議  の  議  決  に  よっ  て  定  め  る。  個  ⼈  情 
 報  取  扱  規  程  を  制  定、  改  廃  し  た  場  合、  そ  れ  を  次  期 
 総  会  に  報  告  す  る。 

 第  15  章     改     正 

 第  29  条     こ  の  規  約  は、  総  会  に  お  い  て、  出  席  者  の  ３  分  の 
 ２  以  上  の  賛  成  が  な  け  れ  ば  改  正  で  き  な  い。  改  正 
 案  は  総  会  の  ⼀  週  間  前  に  全  会  員  に  通  知  す  る。 

 付     則 
 改  正  年  ⽉  ⽇ 
 昭  和  51  年  3  ⽉     ⽇  ⼀  部  改  正    
 昭  和  56  年  3  ⽉  3  ⽇  ⼀  部  改  正 
 昭  和  57  年  3  ⽉  4  ⽇  全  ⾯  改  正 
 昭  和  60  年  3  ⽉  4  ⽇  ⼀  部  改  正 
 昭  和  61  年  ３  ⽉  ７  ⽇  ⼀  部  改  正 
 昭  和  62  年  3  ⽉  4  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  ７  年  5  ⽉  25  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  10  年  3  ⽉  3  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  11  年  3  ⽉  11  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  12  年  3  ⽉  7  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  12  年  5  ⽉  17  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  16  年  3  ⽉  4  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  19  年  3  ⽉  9  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  20  年  3  ⽉  12  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  21  年  3  ⽉  2  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  26  年  2  ⽉  17  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  27  年  3  ⽉  11  ⽇  ⼀  部  改  正 
 平  成  29  年  6  ⽉  6  ⽇  ⼀  部  改  正 
 令  和  元  年  5  ⽉  11  ⽇  ⼀  部  改  正 
 令  和  2  年  3  ⽉  9  ⽇  ⼀  部  改  正 
 令  和  3  年  2  ⽉  19  ⽇  ⼀  部  改  正 
 令  和  4  年  11  ⽉  24  ⽇  ⼀  部  改  正 
 令  和  5  年  7  ⽉  1  ⽇  ⼀  部  改  正 
 令  和  6  年  3  ⽉  １  ⽇  ⼀  部  改  正 

 ⽯  神  井  ⻄  中  学  校  Ｐ  Ｔ  Ａ  細  則 

 第  １  章     会     員 

 第  １  条     １.  会  員  は  ⼀  家  庭  ⼀  会  員  と  す  る。 
 ２  ．  こ  の  会  の  ⼊  会  は、  年  度  毎  に  ⾏  い、  会  費  の 

 ⼊  ⾦  を  もっ  て  ⼊  会  意  思  と  す  る。 
 ３  ．  退  会  す  る  場  合  は、  役  員  会  に  連  絡  す  る  こ  と 

 で  退  会  が  で  き  る。 

 第  ２  章     会     費 

 第  ２  条     会  費  は  ⼀  家  庭  あ  た  り  定  め  ら  れ  た  ⾦  額  を  納  ⼊  す 
 る。 

 第  ３  条     会  費  は  原  則  と  し  て  年  １  回  払  い  と  す  る。  会  費  の 
 納  ⼊  は、  事  情  に  よ  り  免  除  す  る  こ  と  が  で  き  る。 
 ⼀  度  納  ⼊  し  た  会  費  は、  原  則  返  ⾦  し  な  い。 

 第  ３  章     役     員 

 第  ４  条     新  役  員  は、  選  出  後  の  運  営  会  議  に  お  い  て  仮  承  認 
 と  す  る。 

 第  ４  章        総     会 

 第  ５  条     総  会  の  議  ⻑  は、  中  ⽴  な  ⽴  場  を  保  つ  た  め、  票  を 
 持  た  な  い。 

 第  ６  条     委  任  状  は  総  会  議  決  に  お  い  て、  票  数  に  な  ら  な 
 い。    

 第  ５  章     サ  ポー  ター 

 第  ７  条     役  員  は  PTA  活  動  に  お  い  て、  都  度  PTA  会  員  か  ら 
 サ  ポー  ター  を  募  集  を  す  る  こ  と  が  で  き  る。  PTA  活 
 動  の  募  集  に  応  募  し  た  会  員  を  サ  ポー  ター  と  い 
 う。  そ  の  主  な  活  動  は、  次  の  通  り  で  あ  る。  ま 
 た、  以  下  に  記  載  の  活  動  以  外  に  も  必  要  に  応  じ  て 
 サ  ポー  ター  を  募  集  す  る  こ  と  が  で  き  る 

 １  ．  運  動  会  で  の  広  報  誌  「け  や  き  の  そ  ら」  掲  載 
 ⽤  写  真  の  撮  影 

 ２  ．  広  報  誌  「け  や  き  の  そ  ら」  編  集 
 ３  ．  ⽴  野  ⼩  夏  祭  り 
 ４  ．  天  祖  神  社  祭  礼  パ  ト  ロー  ル 
 ５  ．  ボ  ロ  市  パ  ト  ロー  ル 
 ６  ．  給  ⾷  試  ⾷  会 

                     
 第  ６  章     特  別  委  員  会 

 第  ８  条     特  別  委  員  会  の  正‧  副  委  員  ⻑  は、  運  営  会  議  に  参 
 加  す  る。 

         
 第  ７  章     慶  弔  規  定 

 ⻄  中  Ｐ  Ｔ  Ａ  会  員  相  互  の  慶  弔  を  次  の  通  り  規  定  す  る。 
 １  ．  死  亡  （１）  会  員           10,000  円 
             （２）  教  職  員  の  配  偶  者 
                      な  ら  び  に  ⼀  親  等                   
                      5,000  円 
             （３）  ⽣  徒     10,000  円 
 ２  ．  特  別  の  場  合  は、  そ  の  都  度  役  員  会  で  協  議  し 

 て  決  め  る  こ  と  が  で  き  る。  た  だ  し、  運  営  会 
 議  に  報  告  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 ３  ．  教  職  員  の  転  退  職  に  つ  い  て  は、  記  念  品  を  贈  り 
 感  謝  の  意  を  表  す。 

 ４  ．  返  礼  は  受  け  な  い。 
 ５  ．  規  定  の  変  更  は、  運  営  会  議  に  お  い  て  協  議  決  定 

 を  す  る。 



 練  ⾺  区  ⽴  ⽯  神  井  ⻄  中  学  校  Ｐ  Ｔ  Ａ 

 個  ⼈  情  報  取  扱  規  定 

 第  １  条  （⽬  的） 

 こ  の  規  程  は、  練  ⾺  区  ⽴  ⽯  神  井  ⻄  中  学  校  Ｐ  Ｔ  Ａ  （以 
 下、  「本  会」  と  い  う。）  が  個  ⼈  情  報  の  取  得、  利  ⽤、 
 提  供  お  よ  び  管  理  の  適  正  を  期  す  る  た  め、  個  ⼈  情  報  を 
 取  扱  う  場  合  の  基  本  的  事  項  を  定  め、  本  会  の  円  滑  な  運 
 営  を  図  る  と  と  も  に、  個  ⼈  の  権  利  利  益  を  保  護  す  る  こ 
 と  を  ⽬  的  と  す  る。 

 第  ２  条  （責  務） 

 本  会  は、  個  ⼈  情  報  保  護  に  関  す  る  法  令  等  を  遵  守  す  る 
 と  と  も  に、  本  会  の  活  動  に  お  い  て  個  ⼈  情  報  の  保  護  に 
 努  め  る。 

 第  ３  条  （守  秘  義  務） 

 本  会  の  活  動  に  従  事  す  る  者  ま  た  は  従  事  し  て  い  た  者 
 は、  そ  の  活  動  に  お  い  て  知  り  得  た  個  ⼈  情  報  を  他  ⼈  に 
 知  ら  せ、  ま  た  は  不  当  な  ⽬  的  に  使  ⽤  し  て  は  な  ら  な 
 い。 

 第  ４  条  （規  程  の  周  知） 

 本  会  は、  こ  の  規  程  を  毎  年  運  営  会  議  で  共  有  し、  必  要  に 
 応  じ  て  い  つ  で  も  会  員  に  開  ⽰  す  る。 

 第  ５  条  （個  ⼈  情  報  の  取  得） 

 １     本  会  は、  各  活  動  に  応  じ  て  個  ⼈  情  報  を  取  得  す 
 る。 
 ２     本  会  が  会  員  か  ら  取  得  す  る  個  ⼈  情  報  は、  ⽣  徒 
 お  よ  び  保  護  者  の  ⽒  名、  学  年、  ク  ラ  ス  の  ほ  か、 
 PTA  活  動  に  必  要  な  事  項  と  す  る。  た  だ  し、  取  得  に 
 あ  たっ  て  は  利  ⽤  ⽬  的  を  明  ら  か  に  し、  同  意  の  上  取 
 得  す  る  も  の  と  す  る。 
 ３     要  配  慮  個  ⼈  情  報  に  つ  い  て  は、  あ  ら  か  じ  め  本 
 ⼈  の  同  意  を  得  な  い  で  取  得  し  て  は  な  ら  な  い。 

 第  ６  条  （同  意  の  取  消  し） 

 1     会  員  は、  本  会  に  対  し  て  個  ⼈  情  報  の  取  得  に  同  意 
 し  た  場  合  で  あっ  て  も、  そ  の  後  に  個  別  ま  た  は  全  て 
 の  項  ⽬  に  つ  い  て  同  意  を  取  消  す  こ  と  が  で  き  る。 
 ２     前  項  の  申  し  出  が  あっ  た  場  合、  本  会  は  遅  滞  な 
 く  該  当  す  る  個  ⼈  情  報  を  削  除  ま  た  は  破  棄  し  な  け  れ 
 ば  な  ら  な  い。 

 第  ７  条  （個  ⼈  情  報  の  利  ⽤） 

 １     本  会  が  保  有  す  る  個  ⼈  情  報  は、  本  会  会  則  第  2  章 
 の  ⽬  的  を  達  成  す  る  た  め  の  活  動  を  ⾏  う  に  あ  た  り、 
 つ  ぎ  の  項  ⽬  に  沿っ  た  利  ⽤  を  ⾏  う。 
 （１）  会  員  名  簿  を  は  じ  め  と  す  る  各  種  名  簿  の  作  成 

 （２）  会  議  お  よ  び  事  業  の  開  催 
 （３）  会  費  の  集  ⾦  お  よ  び  管  理 
 （４）  各  活  動  で  の  募  集  し  た  サ  ポー  ター  へ  の  連  絡 
 （５）  そ  の  他、  総  会  ま  た  は  運  営  会  議  に  お  い  て 

 ２     本  会  は、  前  項  （５）  に  よ  り  新  た  に  認  め  ら  れ 
 た  項  ⽬  に  つ  い  て  は、  速  や  か  に  そ  の  利  ⽤  ⽬  的  を  会 
 員  に  周  知  ま  た  は  公  表  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。  ま 
 た、  そ  の  利  ⽤  ⽬  的  が  継  続  す  る  場  合  は、  遅  滞  な  く 
 前  項  に  定  め  る  こ  と  と  す  る。 
 ３     本  会  お  よ  び  会  員  は、  あ  ら  か  じ  め  本  ⼈  の  同  意 
 を  得  な  い  で、  第  １  項  に  定  め  る  項  ⽬  の  利  ⽤  ⽬  的  の 
 達  成  に  必  要  な  範  囲  を  超  え  て、  個  ⼈  情  報  を  取  扱っ 
 て  は  な  ら  な  い。 

 第  ８  条  （個  ⼈  情  報  の  提  供  等） 

 １     本  会  お  よ  び  会  員  は、  つ  ぎ  に  掲  げ  る  場  合  を  除 
 き、  あ  ら  か  じ  め  本  ⼈  の  同  意  を  得  な  い  で  第  三  者  に 
 個  ⼈  情  報  を  提  供  し  て  は  な  ら  な  い。 
 （１）  法  令  に  基  づ  く  場  合 
 （２）  ⼈  の  ⽣  命、  ⾝  体  ま  た  は  財  産  の  保  護  の  た  め 
 に  必  要  な  場  合 
 （３）  公  衆  衛  ⽣  の  向  上‧  児  童  の  健  全  な  育  成  の  推 
 進  の  た  め  に  必  要  な  場  合 
 （４）  国、  東  京  都、  練  ⾺  区  ま  た  は  そ  の  委  託  を  受 
 け  た  者  が、  法  令  の  定  め  る  事  務  を  遂  ⾏  す  る  こ  と  に 
 対  し、  協  ⼒  す  る  必  要  が  あ  る  場  合 
 （５）  役  員  に  関  す  る  も  の  で、  国、  東  京  都、  練  ⾺ 
 区、  Ｐ  Ｔ  Ａ  連  合  会  ま  た  は  こ  れ  ら  に  準  じ  る  公  共  ⽬ 
 的  の  団  体  ま  た  は  学  校  等  が、  Ｐ  Ｔ  Ａ  に  関  す  る  事  業 
 ま  た  は  事  務  を  遂  ⾏  す  る  こ  と  に  対  し、  協  ⼒  す  る  必 
 要  が  あ  る  場  合 
 （６）  本  会  の  事  業  等  を  実  施  す  る  委  託  事  業  者  に  提 
 供  す  る  場  合 
 （７）  そ  の  他、  本  会  活  動  を  ⾏  う  た  め  に  必  要  で、 
 総  会  ま  た  は  運  営  会  議  で  認  め  た  場  合 

 ２     本  会  が  個  ⼈  情  報  を  第  三  者  に  提  供  し  た  場  合 
 は、  つ  ぎ  の  項  ⽬  に  つ  い  て  記  録  を  作  成  し  保  管  し  な 
 け  れ  ば  な  ら  な  い。  た  だ  し、  提  供  先  が  国、  東  京 
 都、  練  ⾺  区  の  場  合  は  こ  の  限  り  で  は  な  い。 
 （１）  第  三  者  の  ⽒  名、  住  所、  電  話  番  号  等 
 （２）  提  供  し  た  個  ⼈  情  報  の  項  ⽬  お  よ  び  件  数 
 （３）  提  供  し  た  理  由 
 （４）  提  供  す  る  こ  と  に  対  し  対  象  者  の  同  意  を  得  て 
 い  る  旨 
 （５）  そ  の  他  特  に  必  要  が  あ  る  と  認  め  た  項  ⽬ 
 ３     本  会  が  個  ⼈  情  報  を  第  三  者  か  ら  提  供  を  受  け  る 
 場  合  は、  つ  ぎ  の  項  ⽬  に  つ  い  て  確  認  を  ⾏  わ  な  け  れ 
 ば  な  ら  な  い。 
 （１）  第  三  者  の  ⽒  名、  住  所、  電  話  番  号  等 
 （２）  提  供  を  う  け  る  個  ⼈  情  報  の  項  ⽬  お  よ  び  件  数 



 （３）  第  三  者  が  個  ⼈  情  報  を  取  得  し  た  経  緯 
 （４）  提  供  を  受  け  る  こ  と  に  つ  い  て  対  象  者  の  同  意 
 を  得  て  い  る  旨 
 （５）  そ  の  他  特  に  必  要  が  あ  る  と  認  め  た  項  ⽬ 

 第  ９  条  （個  ⼈  情  報  の  管  理） 

 １     本  会  が  取  得  し  た  個  ⼈  情  報  は、  役  員  が  適  正  に 
 管  理  す  る。 
 ２     本  会  か  ら  配  付  を  受  け  た  各  種  名  簿  は、  個々  の 
 会  員  が  適  正  に  管  理  す  る。 

 第  １  ０  条  （個  ⼈  情  報  の  安  全  管  理  措  置  等） 

 １     本  会  は、  取  扱  う  個  ⼈  情  報  の  漏  え  い、  滅  失  ま 
 た  は  き  損  の  防  ⽌  そ  の  他  の  個  ⼈  情  報  の  安  全  管  理  の 
 た  め  に  必  要  か  つ  適  切  な  措  置  を  講  ず  る。 
 ２     本  会  は、  利  ⽤  ⽬  的  の  達  成  に  必  要  な  範  囲  内  に 
 お  い  て、  個  ⼈  情  報  を  正  確  か  つ  最  新  の  内  容  に  保  つ 
 と  と  も  に、  利  ⽤  す  る  必  要  が  な  く  なっ  た  と  き  は、 
 当  該  個  ⼈  情  報  を  遅  滞  な  く  削  除  す  る。 

 第  １  １  条  （そ  の  他） 

 本  会  は、  個  ⼈  情  報  の  取  り  扱  い  に  関  す  る  苦  情  に  つ 
 い  て、  適  切  か  つ  迅  速  な  処  理  に  努  め  る。 

 第  １  ２  条  （規  程  の  改  正） 

 こ  の  規  程  を  改  正  す  る  と  き  は、  運  営  会  議  に  お  い 
 て  決  定  を  ⾏  う。 

 付     則 
 令  和  5  年  7  ⽉  1  ⽇  策  定 
 令  和  6  年  3  ⽉  1  ⽇  ⼀  部  改  訂 



(令和6年3月改定版)


